
ルールブック
猪苗代湖

福島県
猪苗代湖水面利活用基本計画推進協議会

令和６令和６年年年７７７月月月１日

水上オートバイやモーターボート、サップ、手
こぎボート等は、航行できる区域とできない区域
が定められています。
一人一人がルールを守り安全にレジャーを楽し

みましょう。



絶対、二度と事故を
起こさないために
令和 年 月に猪苗代湖において
重大な死傷事故が発生しました。

福島県と猪苗代湖水面利活用基本計画推進協議会は、
事故を根絶し安全に安心してレジャーを楽しめるよう、
水上オートバイやモーターボート等が航行できる区域
と航行できない区域を定め、全ての湖水利用者のため
のルールブックを作成しました。

ははじじめめにに

大大切切ななこことと

私たちは、皆さんに安全で安心して猪苗代湖のレジャーを

楽しんでいただきたいと心から願っています。

そのためには、一人一人がルールを守り、ほかの利用者

や地域の方々への思いやりのある行動が何より大切です。

来来たた時時よよりりもも美美ししくく

・たばこの吸い殻や持ち込んだゴミは、持ち帰りましょう。
・落ちているゴミを拾って、来た時よりも美しい猪苗代湖に
しましょう。

車車はは駐駐車車場場にに駐駐めめままししょょうう

・路上駐車は、地域の方々の通行の妨げとなっています。
・路上駐車は、小さな子供の飛び出し事故の原因になり
ます。
・車は駐車場に駐め、交通事故の根絶に努めましょう。

猪苗代湖のルールについて、詳しくは右の二次元
コードから河川計画課ホームページをご確認願い
ます。（https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41045a/inawashiroko-riyou.html）
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１１ 河河川川法法にに基基づづくく通通航航方方法法制制限限区区域域
猪苗代湖を利用する全ての方が、安全に安心してレジャーを
楽しむことができるよう、河川法施行令第16条の２第３項（船舶
の利用調整）により、水上オートバイやモーターボート等が航
行できる区域と、航行できない区域を定めました。

（（１１））動動力力船船航航行行区区域域
動力船航行区域は、水上オートバイやモーターボート等の

動力船が速度制限（徐行、減速）したうえで航行できる区域
です。急発進、急加速、急回転などの危険行為は禁止され
ています。
また、手こぎボートや、サップ、ウィンドサーフィン等の非
動力船（動力船以外の船舶）は航行することができません。

（（２２））動動力力船船航航行行禁禁止止区区域域
動力船航行禁止区域では、水上オートバイやモーター

ボート等の動力船は航行することができません。ただし、人
命救助など緊急の場合は航行することが認められています。
なお、遊泳区域が設定される範囲、期間は、遊漁者及び

モーターボートの事故防止等に関する条例が適用されます。
また、漁業を生業としている方は適用外となっており、遊

漁（釣り）をする方は、上戸浜、志田浜、天神浜、松橋浜では
通年、それ以外の浜では７月１日～８月31日まで規制が適
用されます。（遊漁ができる期間や範囲については、猪苗
代・秋元非出資漁業協同組合へお問い合わせください。）

（（３３））罰罰則則規規定定
違反行為が確認された場合は、河川法第109条及び河川

法施行令第60条により30万円以下の罰金が科せられます。

河河川川法法にによよるる船船舶舶航航行行区区域域のの規規制制

２ 安全に利用していただくためのルール
猪苗代湖水面利活用基本計画推進協議会（以下、協議会）
では、猪苗代湖を安全に利用していただくための自主ルールを
定めています。

（１）湖水の利用期間
５月上旬から10月第２日曜日まで

（２）利用時間

（３）利用禁止区域
猪苗代湖の環境保全の観点から、岸から湖面に向かって

概ね300ｍの範囲おいて、漁業者や遊漁者（釣り）を除く動力
船、非動力船の利用を禁止しています。

（４）各浜のルール
各浜では、協議会の下部組織である地域部会において、

安全に利用していただくためのルールを定めています。
ルールブックや各浜の案内看板に従って下さい。

（５）安全に利用していただくための注意点
【全員】
・ ルールブックや現地の看板で、乗り物や遊泳など、
利用できる区域と利用できない区域を必ず確認して
下さい。
・ 当日の天気や水温、気温を確認し状況にあった装
備（ウェットスーツ等）で利用して下さい。

自自主主ルルーールル（（１１））
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【動力船・非動力船の利用者】
・ ライフジャケット（救命胴衣）を必ず着用して下さい。
・ 不慮の事故等に備え、緊急時に自ら救助要請ができる
よう、防水袋に携帯電話を入れて携行して下さい。
・ 小型船舶操縦士免許、船舶検査証書を携行して下さい。
・ ボートや水上オートバイ等の荷下ろし等は、通行される
方の妨げにならないよう、駐車場等の指定の場所で行って
下さい。
・ 許可車両を除き、砂浜への車の乗り入れは、他の利用
の迷惑となるのでやめて下さい。
・ 遠方に走行する場合は、２隻以上で利用して下さい。
また１隻で走行する場合は、管理者が確認できる範囲で
走行して下さい。

【トーイングスポーツ】
・ 乗り降りは、湖岸で行って下さい。
湖岸から離れた湖面での順番待ちは、危険ですので絶
対しないで下さい。
・ 水上オートバイやモーターボートに適切な見張りをするこ
とができる者を同乗させるなど、常に安全を確認して下さ
い。
・ えい航する物に乗る人が湖水に落水した場合は、直ちに
減速し利用者の安全を確保して下さい。
・ えい航者は、えい航物が他の水上オートバイや船舶と衝
突しないよう、周囲の状況を良く確認し、安全な速力で走
行して下さい。
・ えい航する物に乗る人も、ライフジャケット（救命胴衣）を
必ず着用して下さい。

自自主主ルルーールル（（２２））

【動力船・非動力船の利用者】
・ ライフジャケット（救命胴衣）を原則着用して下さい。
・ 不慮の事故等に備え、緊急時に自ら救助要請ができる
よう、防水袋に携帯電話を入れて携行して下さい。
・ 小型船舶操縦士免許、船舶検査証書を携行して下さい。
・ ボートや水上オートバイ等の荷下ろし等は、通行される
方の妨げにならないよう、駐車場等の指定の場所で行って
下さい。
・ 許可車両を除き、砂浜への車の乗り入れは、他の利用
の迷惑となるのでやめて下さい。
・ 遠方に走行する場合は、２隻以上で利用して下さい。
また１隻で走行する場合は、管理者が確認できる範囲で
走行して下さい。

【トーイングスポーツ】
・ 乗り降りは、湖岸又は指定された場所で行って下さい。
湖岸から離れた湖面での順番待ちは、危険ですので絶
対しないで下さい。
・ 水上オートバイやモーターボートに適切な見張りをするこ
とができる者を同乗させるなど、常に安全を確認して下さ
い。
・ えい航する物に乗る人が湖水に落水した場合は、直ちに
減速し利用者の安全を確保して下さい。
・ えい航者は、えい航物が他の水上オートバイや船舶と衝
突しないよう、周囲の状況を良く確認し、安全な速力で走
行して下さい。
・ えい航する物に乗る人も、ライフジャケット（救命胴衣）を
必ず着用して下さい。

5

自自主主ルルーールル（（２２））

～猪苗代湖のルールを守り、人と環境にやさしい

水面利用をしましょう～

通通航航方方法法制制限限区区域域
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崎川浜北側暗礁帯

翁島周辺暗礁帯

翁島港マリーナ

天然記念物
指定水域



【動力船・非動力船の利用者】
・ ライフジャケット（救命胴衣）を必ず着用して下さい。
・ 不慮の事故等に備え、緊急時に自ら救助要請ができる
よう、防水袋に携帯電話を入れて携行して下さい。
・ 小型船舶操縦士免許、船舶検査証書を携行して下さい。
・ ボートや水上オートバイ等の荷下ろし等は、通行される
方の妨げにならないよう、駐車場等の指定の場所で行って
下さい。
・ 許可車両を除き、砂浜への車の乗り入れは、他の利用
の迷惑となるのでやめて下さい。
・ 遠方に走行する場合は、２隻以上で利用して下さい。
また１隻で走行する場合は、管理者が確認できる範囲で
走行して下さい。

【トーイングスポーツ】
・ 乗り降りは、湖岸で行って下さい。
湖岸から離れた湖面での順番待ちは、危険ですので絶
対しないで下さい。
・ 水上オートバイやモーターボートに適切な見張りをするこ
とができる者を同乗させるなど、常に安全を確認して下さ
い。
・ えい航する物に乗る人が湖水に落水した場合は、直ちに
減速し利用者の安全を確保して下さい。
・ えい航者は、えい航物が他の水上オートバイや船舶と衝
突しないよう、周囲の状況を良く確認し、安全な速力で走
行して下さい。
・ えい航する物に乗る人も、ライフジャケット（救命胴衣）を
必ず着用して下さい。

自自主主ルルーールル（（２２））

～猪苗代湖のルールを守り、人と環境にやさしい

水面利用をしましょう～
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A 上 戸 浜
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N

河河川川法法にによよるる規規制制

推推進進協協議議会会のの自自主主ルルーールル

遊遊泳泳場場（（開開設設予予定定地地））

動動力力船船航航行行禁禁止止区区域域

動力船航行禁止区域内に開設されるため、
動力船は航行禁止

利利用用禁禁止止区区域域
猪苗代湖の環境保全などのため、動力船、非動力船の航行
を禁止している区域 ※漁業者・遊漁者は対象外

動力船、非動力船など全ての利用を禁止する区域
※漁業者は対象外

上戸浜の動力船航行禁止区域（禁止区域を除く）は、手こぎ
ボートのみ航行可能とする。 ※漁業者は対象外
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B 志 田 浜

自自主主ルルーールル

手手ここぎぎボボーードド、、ペペダダルルボボーートト以以外外のの乗乗りり物物はは浜浜にに入入れれまませせんん。。緊緊急急時時等等にに
のの区区域域内内をを水水上上オオーートトババイイ、、モモーータターーボボーートトがが航航行行すするる場場合合ががあありりまますす。。

通通航航方方法法制制限限区区域域
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着
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凡凡 例例
（利用区分）

ブイ(河川法)

ブイ(その他)

各浜で利用区分が決め
られています。

別の利用区分には立ち
入らないでください。

河川法による規制と自主ルールで図が分かれています。

上下合わせてご確認ください。

利用禁止
区域

遊 泳 者

手こぎボート ペダルボート

緊急時の水上
オートバイ・

モーターボー
ト・作業船

発着区域



B 志 田 浜

自自主主ルルーールル

手手ここぎぎボボーードド、、ペペダダルルボボーートト以以外外のの乗乗りり物物はは浜浜にに入入れれまませせんん。。緊緊急急時時等等にに
のの区区域域内内をを水水上上オオーートトババイイ、、モモーータターーボボーートトがが航航行行すするる場場合合ががあありりまますす。。
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N
動力船航行
禁止区域

動力船航行
禁止区域
（救助）

河川法による規制

推進協議会の
自主ルール

利用禁止
区域

凡凡 例例
（利用区分）

ブイ(河川法)

ブイ(その他)

各浜で利用区分が決め
られています。

別の利用区分には立ち
入らないでください。

河川法による規制と自主ルールで図が分かれています。

上下合わせてご確認ください。

利用禁止
区域

遊 泳 者

手こぎボート ペダルボート

緊急時の水上
オートバイ・

モーターボー
ト・作業船

発着区域

B 志 田 浜

自自主主ルルーールル

手手ここぎぎボボーードド、、ペペダダルルボボーートト以以外外のの乗乗りり物物はは浜浜にに入入れれまませせんん。。緊緊急急時時等等にに
のの区区域域内内をを水水上上オオーートトババイイ、、モモーータターーボボーートトがが航航行行すするる場場合合ががあありりまますす。。

通通航航方方法法制制限限区区域域

※

域
区
着
発

N
動力船航行
禁止区域

動力船航行
禁止区域
（救助）

河川法による規制

推進協議会の
自主ルール

利用禁止
区域

凡凡 例例
（利用区分）

ブイ(河川法)

ブイ(その他)

各浜で利用区分が決め
られています。

別の利用区分には立ち
入らないでください。

河川法による規制と自主ルールで図が分かれています。

上下合わせてご確認ください。

利用禁止
区域

遊 泳 者

手こぎボート ペダルボート

緊急時の水上
オートバイ・

モーターボー
ト・作業船

発着区域



C 松橋浜•天神浜

自自主主ルルーールル

水水上上オオーートトババイイ、、モモーータタボボーートトはは浜浜ににはは入入れれまませせんん。。天天神神浜浜ににおおいいててはは、、ウウィィ
ンンドドササーーフフィィンン、、ペペダダルルボボーートトのの利利用用ははででききまませせんん。。天天神神浜浜のの遊遊泳泳ににつついいててはは
事事業業者者のの指指示示にに従従っってて下下ささいい。。

通通航航方方法法制制限限区区域域

天天天天天天天天天天天天神神神神神神神神神神神神神神神神浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜
松松松松松松松松松松松松松松橋橋橋橋橋橋橋橋橋橋橋橋橋橋橋橋橋橋橋橋橋橋橋橋浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜

N
動力船航行
禁止区域

動力船航行
禁止区域
（救助）

河川法による規制

推進協議会の
自主ルール

利用禁止
区域

手こぎボート

遊 泳 者

SUP

カヌー

ペダルボート

河川法による規制と自主ルールで図が分かれています。

上下合わせてご確認ください。

凡凡 例例
（利用区分）

ブイ(河川法)

ブイ(その他)

利用禁止
区域

各浜で利用区分が決め
られています。

別の利用区分には立ち
入らないでください。

緊急時の水上
オートバイ・

モーターボー
ト・作業船

発着区域

ウィンドサーフィン

C 松橋浜•天神浜

自自主主ルルーールル

水水上上オオーートトババイイ、、モモーータタボボーートトはは浜浜ににはは入入れれまませせんん。。天天神神浜浜ににおおいいててはは、、ウウィィ
ンンドドササーーフフィィンン、、ペペダダルルボボーートトのの利利用用ははででききまませせんん。。天天神神浜浜のの遊遊泳泳ににつついいててはは
事事業業者者のの指指示示にに従従っってて下下ささいい。。

通通航航方方法法制制限限区区域域

N
動力船航行
禁止区域

動力船航行
禁止区域
（救助）

河川法による規制

推進協議会の
自主ルール

利用禁止
区域

手こぎボート

遊 泳 者

SUP

カヌー

ペダルボート

河川法による規制と自主ルールで図が分かれています。

上下合わせてご確認ください。

凡凡 例例
（利用区分）

ブイ(河川法)

ブイ(その他)

利用禁止
区域

各浜で利用区分が決め
られています。

別の利用区分には立ち
入らないでください。

緊急時の水上
オートバイ・

モーターボー
ト・作業船

発着区域

ウィンドサーフィン

ウウィィンンドドササーーフフィィンン、、ペペダダルルボボーートトはは浜浜ににはは入入れれまませせんん。。ママリリーーナナ船船舶舶航航行行
区区域域をを航航行行すするる船船舶舶等等にに注注意意ししててくくだだささいい。。

徐行区域

N 動力船航行
禁止区域

動力船
航行区域

河川法による規制

推進協議会の
自主ルール

利用禁止
区域

D 蟹 沢 浜

通通航航方方法法制制限限区区域域

自自主主ルルーールル

手こぎボート

遊 泳 者

SUP

カヌー

モーターボート
徐行区域

水上オートバイ
徐行区域

河川法による規制と自主ルールで図が分かれています。

上下合わせてご確認ください。

10

ブイ(河川法)

ブイ(その他)

マリーナ船舶
航行区域

利用禁止
区域

凡凡 例例
（利用区分）

各浜で利用区分が決め
られています。

別の利用区分には立ち
入らないでください。



C 松橋浜•天神浜

自自主主ルルーールル

水水上上オオーートトババイイ、、モモーータタボボーートトはは浜浜ににはは入入れれまませせんん。。天天神神浜浜ににおおいいててはは、、ウウィィ
ンンドドササーーフフィィンン、、ペペダダルルボボーートトのの利利用用ははででききまませせんん。。天天神神浜浜のの遊遊泳泳ににつついいててはは
事事業業者者のの指指示示にに従従っってて下下ささいい。。

通通航航方方法法制制限限区区域域

N
動力船航行
禁止区域

動力船航行
禁止区域
（救助）

河川法による規制

推進協議会の
自主ルール

利用禁止
区域

手こぎボート

遊 泳 者

SUP

カヌー

ペダルボート

河川法による規制と自主ルールで図が分かれています。

上下合わせてご確認ください。

凡凡 例例
（利用区分）

ブイ(河川法)

ブイ(その他)

利用禁止
区域

各浜で利用区分が決め
られています。

別の利用区分には立ち
入らないでください。

緊急時の水上
オートバイ・

モーターボー
ト・作業船

発着区域

ウィンドサーフィン

ウウィィンンドドササーーフフィィンン、、ペペダダルルボボーートトはは浜浜ににはは入入れれまませせんん。。ママリリーーナナ船船舶舶航航行行
区区域域をを航航行行すするる船船舶舶等等にに注注意意ししててくくだだささいい。。

徐行区域

N 動力船航行
禁止区域

動力船
航行区域

河川法による規制

推進協議会の
自主ルール

利用禁止
区域

D 蟹 沢 浜

通通航航方方法法制制限限区区域域

自自主主ルルーールル

手こぎボート

遊 泳 者

SUP

カヌー

モーターボート
徐行区域

水上オートバイ
徐行区域

河川法による規制と自主ルールで図が分かれています。

上下合わせてご確認ください。

10

ブイ(河川法)

ブイ(その他)

マリーナ船舶
航行区域

利用禁止
区域

凡凡 例例
（利用区分）

各浜で利用区分が決め
られています。

別の利用区分には立ち
入らないでください。

ウウィィンンドドササーーフフィィンン、、ペペダダルルボボーートトはは浜浜ににはは入入れれまませせんん。。ママリリーーナナ船船舶舶航航行行
区区域域をを航航行行すするる船船舶舶等等にに注注意意ししててくくだだささいい。。

徐行区域

N 動力船航行
禁止区域

動力船
航行区域

河川法による規制

推進協議会の
自主ルール

利用禁止
区域

D 蟹 沢 浜

通通航航方方法法制制限限区区域域

自自主主ルルーールル

手こぎボート

遊 泳 者

SUP

カヌー

モーターボート
徐行区域

水上オートバイ
徐行区域

河川法による規制と自主ルールで図が分かれています。

上下合わせてご確認ください。

ブイ(河川法)

ブイ(その他)

マリーナ船舶
航行区域

利用禁止
区域

凡凡 例例
（利用区分）

各浜で利用区分が決め
られています。

別の利用区分には立ち
入らないでください。



長長長長長長長長長長長長長長浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜

E 長 浜

通通航航方方法法制制限限区区域域

動力船航行
禁止区域

動力船
航行区域

動力船航行
禁止区域
（救助）

河川法による規制

推進協議会の
自主ルール

利用禁止
区域

手こぎボート

遊 泳 者

SUP

カヌー

ペダルボート

モーターボート
徐行区域

水上オートバイ
徐行区域

利用禁止区域
全ての利用禁止
入ってはいけま
せん

河川法による規制と自主ルールで図が分かれています。

上下合わせてご確認ください。

ブイ(河川法)

ブイ(その他)

自自主主ルルーールル

凡凡 例例
（利用区分）

ウウイインンドドササーーフフィィンンはは浜浜ににはは入入れれまませせんん。。遊遊覧覧船船のの航航行行ががあありりまますすののでで、、注注
意意ししててくくだだささいい。。 のの区区域域はは全全ててのの利利用用がが禁禁止止でですす。。

徐行区域

徐行区域

遊覧船航行区域
遊覧船発着場遊覧船船着き場

遊覧船航行区域

徐行区域

徐行区域

利用禁止
区域

各浜で利用区分が決め
られています。

別の利用区分には立ち
入らないでください。

緊急時の水上オートバイ・

モーターボート・作業船発着区域

E 長 浜

通通航航方方法法制制限限区区域域

動力船航行
禁止区域

動力船
航行区域

動力船航行
禁止区域
（救助）

河川法による規制

推進協議会の
自主ルール

利用禁止
区域

手こぎボート

遊 泳 者

SUP

カヌー

ペダルボート

モーターボート
徐行区域

水上オートバイ
徐行区域

利用禁止区域
全ての利用禁止
入ってはいけま
せん

河川法による規制と自主ルールで図が分かれています。

上下合わせてご確認ください。

ブイ(河川法)

ブイ(その他)

自自主主ルルーールル

凡凡 例例
（利用区分）

ウウイインンドドササーーフフィィンンはは浜浜ににはは入入れれまませせんん。。遊遊覧覧船船のの航航行行ががあありりまますすののでで、、注注
意意ししててくくだだささいい。。 のの区区域域はは全全ててのの利利用用がが禁禁止止でですす。。

徐行区域

徐行区域

遊覧船航行区域
遊覧船発着場遊覧船船着き場

遊覧船航行区域

徐行区域

徐行区域

利用禁止
区域

各浜で利用区分が決め
られています。

別の利用区分には立ち
入らないでください。

緊急時の水上オートバイ・

モーターボート・作業船発着区域

F 銀の浜

G 小石ヶ浜・笹山浜・南浜

N

銀の浜

浮標（ブイ）

N

浮標（ブイ）

小石ヶ浜

笹山浜

南
浜

【【自自主主ルルーールル】】
非非動動力力船船
航航行行禁禁止止

【【自自主主ルルーールル】】
水水上上オオーートトババイイ

限限定定

動力船航行
禁止区域

河川法による規制

推進協議会の
自主ルール

利用禁止
区域

動力船航行
禁止区域

動力船
航行区域

河川法による規制

推進協議会の
自主ルール

利用禁止
区域

遊泳場
（開設予定地）

笹山浜は
非動力船も
航行禁止



E 長 浜

通通航航方方法法制制限限区区域域

動力船航行
禁止区域

動力船
航行区域

動力船航行
禁止区域
（救助）

河川法による規制

推進協議会の
自主ルール

利用禁止
区域

手こぎボート

遊 泳 者

SUP

カヌー

ペダルボート

モーターボート
徐行区域

水上オートバイ
徐行区域

利用禁止区域
全ての利用禁止
入ってはいけま
せん

河川法による規制と自主ルールで図が分かれています。

上下合わせてご確認ください。

ブイ(河川法)

ブイ(その他)

自自主主ルルーールル

凡凡 例例
（利用区分）

ウウイインンドドササーーフフィィンンはは浜浜ににはは入入れれまませせんん。。遊遊覧覧船船のの航航行行ががあありりまますすののでで、、注注
意意ししててくくだだささいい。。 のの区区域域はは全全ててのの利利用用がが禁禁止止でですす。。

徐行区域

徐行区域

遊覧船航行区域
遊覧船発着場遊覧船船着き場

遊覧船航行区域

徐行区域

徐行区域

利用禁止
区域

各浜で利用区分が決め
られています。

別の利用区分には立ち
入らないでください。

緊急時の水上オートバイ・

モーターボート・作業船発着区域

F 銀の浜

G 小石ヶ浜・笹山浜・南浜

N

銀の浜

浮標（ブイ）

N

浮標（ブイ）

小石ヶ浜

笹山浜

南
浜

【【自自主主ルルーールル】】
非非動動力力船船
航航行行禁禁止止

【【自自主主ルルーールル】】
水水上上オオーートトババイイ

限限定定

動力船航行
禁止区域

河川法による規制

推進協議会の
自主ルール

利用禁止
区域

動力船航行
禁止区域

動力船
航行区域

河川法による規制

推進協議会の
自主ルール

利用禁止
区域

遊泳場
（開設予定地）

笹山浜は
非動力船も
航行禁止

F 銀の浜

G 小石ヶ浜・笹山浜・南浜

N

銀の浜

浮標（ブイ）

N

浮標（ブイ）

小石ヶ浜

笹山浜

南
浜

【【自自主主ルルーールル】】
非非動動力力船船
航航行行禁禁止止

【【自自主主ルルーールル】】
水水上上オオーートトババイイ

限限定定

動力船航行
禁止区域

河川法による規制

推進協議会の
自主ルール

利用禁止
区域

動力船航行
禁止区域

動力船
航行区域

河川法による規制

推進協議会の
自主ルール

利用禁止
区域

遊泳場
（開設予定地）

笹山浜は
非動力船も
航行禁止



H 中 田 浜

下図 の区域内の
湾内利用ルール
○横断(東西)方向の航行禁止
○蛇行禁止
○湖面の搭乗待機禁止
○一方向による航行

※湖心へ向かう船舶は
西側の航路（白色矢印）
を通航するようお願いします。

【【自自主主ルルーールル】】
水水上上オオーートトババイイ

限限定定※※２２

N

浮標（ブイ）

中田浜
（外浜）

中田浜
（内浜）

動力船航行
禁止区域

動力船
航行区域

河川法による規制 推進協議会の自主ルール

非動力船も
航行禁止

遊泳場
（開設予定地）

利用禁止
区域

※２

※１
操縦士免許
試験の船舶
優先

トーイング
スポーツ利用
者の乗降場

13

H 中 田 浜

下図 の区域内の
湾内利用ルール
○横断(東西)方向の航行禁止
○蛇行禁止
○湖面の搭乗待機禁止
○一方向による航行

※湖心へ向かう船舶は
西側の航路（白色矢印）
を通航するようお願いします。

【【自自主主ルルーールル】】
水水上上オオーートトババイイ

限限定定※※２２

N

浮標（ブイ）

中田浜
（外浜）

中田浜
（内浜）

動力船航行
禁止区域

動力船
航行区域

河川法による規制 推進協議会の自主ルール

非動力船も
航行禁止

遊泳場
（開設予定地）

利用禁止
区域

※２

※１
操縦士免許
試験の船舶
優先

トーイング
スポーツ利用
者の乗降場
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〈河川法施行令に基づく水域及び通航方法の指定〉
動力船（水上オートバイ、モーターボート等）の航行区域と航行禁止
区域が定められています。

１ 河河川川法法にによよるる一一級級河河川川のの指指定定

河川法により、猪苗代湖は阿賀野川水系の一級河川に指定されて

います。

２ 河河川川法法施施行行令令第第1166条条のの22第第33項項
一級河川の河川区域のうち、河川の使用に著しい支障が生じな

いようにするため、舟の通航を制限する必要があると認めて河川

管理者が指定した水域を通航する舟は、河川管理者が指定した

方法により通航させなければならない。

３ 河河川川法法施施行行令令第第6600条条第第11項項第第22号号
第16条の2第3項の規定に違反して、舟を通航させた者は、30

万円以下の罰金に処する。

４ 河河川川法法施施行行令令第第1166条条のの22第第33項項にに基基づづくく水水域域及及びび通通航航方方法法のの指指定定

（（令令和和６６年年７７月月１１日日施施行行））

一級河川阿賀野川水系猪苗代湖の通航方法指定区域における船
舶等の通航方法は、P6～P15の河川法による規制を参照のこと。

16

関 係 法 令

〈船舶職員及び小型船舶操縦者法〉
小型船舶（プレジャーボート、モーターボート、水上オートバイ等）
操縦者の資格と遵守事項について、定められています。

１ 酒酒酔酔いい等等操操縦縦のの禁禁止止
飲酒などの影響により、注意力や判断力が著しく低下しているな

ど、正常な操縦ができない恐れがある状態で、操縦することは

禁止されています。

２ 危危険険操操縦縦のの禁禁止止
遊泳区域への不用意な進入や遊泳者等の付近で航行するな

ど、危険のおそれのある操縦は禁止されています。

※遊泳者等とは、遊泳者のほか、サーフィン、ダイビング、ヨッ

ト、カヌー、水上スキー、ミニボート等、免許不要で使用するマ

リンレジャーを実施する者を指します。

３ 免免許許者者のの自自己己操操縦縦
水上オートバイを操縦するとき（全ての水域）、ボート等で港則

法の港内や海上交通法の航路内を航行するときは、免許受有者

が直接操縦しなければなりません。

４ 救救命命胴胴衣衣のの着着用用

次の場合は、救命胴衣等の着用が義務づけられています。

○水上オートバイに乗船する者

○満１２歳未満の子供

○単独乗船の漁船で漁労作業をする者

○暴露甲板に乗船している者
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〈〈遊遊泳泳者者及及びびププレレジジャャーーモモーータターーボボーートトのの

事事故故防防止止等等にに関関すするる条条例例〉〉

５ 見見張張りりのの実実施施
航行の安全を確保するため、周囲の水域の状況や他の船

舶の動向等を十分に判断することができるよう、常時適正な

見張りを確保しなければなりません。

６ 発発行行前前のの検検査査

発航前には、航行の安全に支障をきたさないよう、燃料やオイル
の量の点検、気象・水路情報等の収集、船体の状態等の検査を
実施しなければなりません。

１ 遊泳区域で船舶を航行させてはいけません。

２ 海水浴場等において、疾走、急転回、縫航等で、遊泳者に迷惑を

及ぼしてはいけません。

３ 酒酒酔酔いい操操縦縦のの禁禁止止

飲酒の影響により、注意力や判断力が著しく低下しているなど、
正常な操縦ができない恐れがある状態で、操縦することは禁止さ
れています。

４ 人が遊泳している水域において、疾走、急転回、縫航等で、他人

に迷惑を及ぼしてはいけません。

５ プレジャーモーターボート提供事業者又はマリーナ業者が水難
事故防止のために行う助言に従いましょう。
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